
山形県公文書等管理委員会

委員長伊藤眞知子

山形県公文書管理規程の改正に係る包括承認について信断勗

このととについて、山形県公文書等の管理に関する条例(平成31年3月県条

例第H号)第37条第1項の規定により、下記事項について貴委員会の意見を

求めます。

様

学文弟

令和 3年

n客問事項】

山形県公文書管理規程(令和2年3月県訓令第2号)について、組織改編に

伴い課名、職名等の変更があった場合、引用する法令の改正に伴う条項ずれが

あった場合等、内容の変更を伴わないメ見定の整備のための一部改正について、

包括的に承認すること。

モ

<理由>

同規程の本文、別表等には、課名、課名を略称した記号、職名等が含まれて

おり、組織改編や職制の変更に伴い、頻繁に規定の整備のための一部改正が行

われている。

このため、事務の効率化のため、文書管理規程の実質的な内容の変更を伴わ

ない「規定の整備」のための一部改正について、あらかじめ委員会の了承を得

るものである。

山形県知事吉村'美栄

資料1

688 号

2月3日

W形県
W擴痘
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山形県公文書等管理委員会

委員長伊藤眞知子

山形県教育委員会公文書管理規程の改正に係る包括承認にっいて(諮問)

このことにっいて、山形県公文書等の管理に関する条例(平成31年3月県

条例第H号)第37条第1項の規定により、下記事項について貴委員会の意

見を求めます。

様

教政第 14印

令和 3年2月26

【諮問事項】

山形県教育委員会公文書管理規程(令和2年4月山形県教育委員会訓令

第6号).にっいて、組織改編に伴い課名、職名等の変更があった場合、引

用する法令の改正に伴う条項ずれがあった場合等、内容の変更を伴わない.、

規定の整備のための一部改正について、包括的に承認すること。

<理由>

同規程の本文、別表等には、課名、課名を略称した記号、職名等が含まれて

おり、組織改編や職制の変更に伴い、頻繁に・規定の整備のための一部改正が行

われている。

このため、事務の効率化のため、文書管理規程の実質的な内容の変更を伴わ

ない「規定の整備」のための一部改正について、あらかじめ委員会の了承を得

るものである。

山形県教育委員会教育長黛1
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山形県公文書等管理委員会

委員長伊藤眞知子

山形県選挙管理委員会規程の改正に係る包括承認にっいて信晢問)

このことについて、山形県公文書等の管理に関する条例(平成31年3月県

条例第14号)第37条第1項の規定により、下記事項にっいて貴委員会の意
見を求めます。

様

形選管第 348 号

令和 3年2月19日

【諮問事項】

山形県選挙管理委員会規程(昭和32年3月県選挙管理委員会告示第4号)

について、組織改編に伴い選挙管理委員会事務局の区分名、職名等の変更

があった場合、引用する法令の改正に伴う条項ずれがあった場合等、内容

の変更を伴わない、規定の整備のための一部改正について、包括的に承認

すること。

山形県選挙管理委員会

委員長粕谷真

<理由>

山形県選挙管理委員会規程における文書管理規程である第6章「公文書

の管理」には、選挙管理委員会事務局の区分名、区分名を略称した記号、

職名等が含まれており、組織改編や職制の変更があった場合には、規定の

整備のための一部改正が行われることとなる。

このため、事務の効率化のため、文書管理規程の実質的な内容の変更を

伴わない「規定の整備」のための一部改正について、あらかじめ委員会の

了承を得るものである。
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山形県公文書等管理委員会

委員長伊藤眞知子様

このことにっいて、山形県公文書等の管理に関する条例(平成 31年3月県条例第

14号)第37条第1項の規定により、下記事項について貴委員会の意見を求めます。

山形県人事委員会公文書管理規程の改正に係る包括承認について信晢問)

【諮問事項】

山形県人事委員会公文書管理規程(令和2年3月27日県人事委員会訓令第1号)

にっいて、組織改編に伴い課名、職名等の変更があった場合、引用する法令の改正

に伴う条項ずれがあった場合等、内容の変更を伴わない、規定の整備のための一部

改正について、包括的に承認すること。

山人委第257号

令和3年2月19日

山形県人事委員会

委員長安孫子

<理由>

同規程の本文には、課名、職名等が含まれており、組織改編や職制の変更があった場

合には、規定の整備のための一部改正が行われることとなる。

このため、事務の効率化のため、文書管理規程の実質的な内容の変更を伴わない「規

定の整備」のための一部改正について、あらかじめ委員会の了承を得るものである。
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山形県公文書等管理委員会

委員長伊藤眞知子

山形県監査委員事務局公文書管理規程の改正に係る包括承認にっいて信客問)

このことについて、山形県公文書等の管理に関する条例(平成31年3月県

条例第H号)第37条第1項の規定により、下記事項について貴委員会の意

見を求めます。

様

山形県代表監査委員武田

n客問事項】

山形県監査委員事務局公文書管理規程(令和2年3月山形県監査委員訓

令第2号)について、組織改編に伴い課名、職名等の変更があった場合、

引用する法令の改正に伴う条項ずれがあった場合等、内容の変更を伴わな

い、規定の整備のための一部改正について、包括的に承認するとと。

監委第

令和3年1

1 2 2

月27日

<理由>

同規程の本文等には、職名等が含まれており、組織改編や職制の変更に伴い、

頻繁に規定の整備のための一部改正が行われている。

このため、事務の効率化のため、文書管理規程の実質的な内容の変更を伴わ

ない「規定の整備」のための一部改正について、あらかじめ委員会の了承を得

るものである。
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山形県公文書等管理委員会

委員長伊藤眞知子

山形県公安委員会公文書管理規則の改正に係る包括承認につい

て(諮問)

標記のことについて、山形県公文書等の管理に関する条例(平成31年3月

県条例第14号)第37条第1項の規定により、下記事項について貴委員会の

意見を求めます。

様

山形公委広第 1 号

令和3年2月4日

詣客問事項】

山形県公安委員会公文書管理規則(令和2年3月県公安委員会規則第5

号)にっいて、組織改編に伴い課名、職名等の変更があった場合、引用す

る法令の改正に伴う条項ずれがあった場合等、内容の変更を伴わない、規

定の整備のための一部改正について、包括的に承認すること。

山形県公安委員会

委員長柴田

<理由>

同規則には、職名が含まれており、組織改編や職制の変更に伴い、規定の整

備のための一部改正が行われる可育断生がある。

このため、公文書管理の実質的な内容の変更を伴わない「規定の整備」のた

めの一部改正については、あらかじめ貴委員会の了承を得ておくことで、事務

の効率化を図るものである。
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山形県公文書等管理委員会

委員長伊藤眞知子

山形県警察公文書の管理に関する訓令の改正に係る包括承認に

ついて(諮問)

標記のことについて、山形県公文書等の管理に関する条例(平成31年3月

県条例第H号)第37条第1項の規定により、下記事項について貴委員会の

意見を求めます。

様

【諮問事項】

山形県警察公文書の管理に関する訓令(令和2年3月本部訓令第4号)

について、組織改編に伴い職名の変更があった場合、引用する法令の改正

に伴う条項ずれがあった場合等、内容の変更を伴わない、規定の整備のた

めの一部改正について、包括的に承認すること。

広

令和

第 7

3年2月

山形県警察本部長佐藤 正、

号

4日

<理由>

同訓令には、職名が含まれており、組織改編や職制の変更に伴い、規定の整

備のための一部改正が行われる可能性がある。

このため、公文書管理の実質的な内容の変更を伴わない「規定の整備」のた

めの一部改正については、あらかじめ貴委員会の了承を得ておくことで、事務

の効率化を図るものである。

記

樹脈県

司南戀凝論暖



山形県公文書等管理委員会

委員長伊藤眞知子

このことについて、山形県公文書等の管理に関する条伊1(平成31年3月県

条例第H号)第37条第1項の規定により、下記事項について貴委員会の意

見を求めます。

山形県労働委員会事務局公文書管理規程の改正に係る

包括承認について(諮問)

様

山形労委第 108 号

令和3年1月器日

山形県労働委員会会長立松

【諮問事項】

山形県労働委員会事務局公文書管理規程(令和2年3月山形県労働委員

会訓令第1号)について、組織改編に伴い課名、職名等の変更があった場

引用する法令の改正に伴う条項ずれがあった場合等、内容の変更を伴Z、、
ロ、

わない、規定の整備のための一部改正について、包括的に承認すること。

記

<理由>

同規程の本文、別表等には、課名、課名を略称した記号、職名等が含まれて

おり、組織改編や職制の変更に伴い、頻繁に規定の整備のための一部改正が行

われている。

このため、事務の効率化のため、文書管理規程の実質的な内容の変更を伴わ

ない「規定の整備」のための一部改正について、あらかじめ委員会の了承を得

るものである。

獣続雨
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山形県公文書等管理委員会

委員長伊藤眞知子

山形県企業局公文書管理規程の改正に係る包括承認について信舒勗

このことについて、山形県公文書等の管理に関する条伊1(平成31年3月県

条例第 14号)第37条第 1・項の規定により、下記事項について貴委員会の意

見を求めます。

様

【諮問事項】

山形県企業局公文書管理規程(令和2年3月県企業管理規程第2号)に

ついて、組織改編に伴い課名、職名等の変更があった場合、引用する法令

の改正に伴う条項ずれがあった場合等、内容の変更を伴わない、規定の整

備のための一部改正について、包括的に承認すること。

企業総企第 4卯号

令和 3年1月27日

山形県企業管理者高橋広キョ

<理由>

同規程の本文、別表等には、課名、課名を略称した記号、職名等が含まれて

おり、組織改編や職制の変更に伴い、頻繁に規定の整備のための一部改正が行

われている。

このため、事務の効率化のため、文書管理規程の実質的な内容の変更を伴わ

ない「規定の整備」のための一部改正について、あらかじめ委員会の了承を得

るものである。

記
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山形県公文書等管理委員会

委員長伊藤眞知子

山形県病院事業局公文書管理規程の改正に係る包括承認について(諮問)

このことについて、山形県公文書等の管理に関する条例(平成31年3月県

条例第 14号)第37条第 1項の規定により、下記事項について貴委員会の意

見を求めます。

様

山形県病院事業管理者

県病第

令和 3年

臨杏問事項】

山形県病院事業局公文書管理規程(令和2年3月県病院事業管理規程第

4号)について、組織改編に伴い課名、職名等の変更があった場合、引用

する法令の改正に伴う条項ずれがあった場合等、内容の変更を伴わない、

規定の整備のための一部改正について、包括的に承認すること。

6 9 9

2月9

記

<理由>

同規程の本文、別表等には、課名、課名を略称した記号、職名等が含まれて

おり、組織改編や職制の変更に伴い、頻繁に規定の整備のための一部改正が行

われている。

このため、事務の効率化のため、文書管理規程の実質的な内容の変更を伴わ

ない「規定の整備」のための一部改正について、あらかじめ委員会の了承を得

るものである。

燦賢ず肩声業
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山形県公文書等管理委員会

委員長伊藤眞知子

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構文書管理規程の

改正に係る包括承認について(諮問)

このことについて、山形県公文書等の管理に関する条例(平成31年3月県

条例第14号)第37条第1項の規定により、下記事項にっいて貴委員会の意
見を求めます。

様

ノー..^■.ー^告.吋^ー、

・ーー・1'゛冊ν;fι.'..'1、.弓""

地独山酒第2釘号

令和3年1月25日

【諮問事項】

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構文書管理規程にっいて、組織

改編に伴い課名、職名等の変更があった場合、引用する法令の改正に伴う

条項ずれがあった場合等、内容の変更を伴わない、規定の整備のためのー

部改正について、包括的に承認すること。

<理由>

同規程の本文、別表等には、課名、課名を略称した記号、職名等が含まれて

おり、組織改編や職制の変更に伴い、頻繁に規定の整備のための一部改正が行

われている。

このため、事務の効率化のため、文書管理規程の実質的な内容の変更を伴わ

ない「規定の整備」のための一部改正について、あらかじめ委員会の了承を得

るものである。

記
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